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１ 地域公共交通計画

1

■地域公共交通計画とは

※法定協議会

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19
年法律第41号）に基づき地域公共交通計画を策定する。
策定にあたり地方公共団体が地域公共交通に関する検
討・運用に取り組む際、交通事業者や地域住民、関係行
政機関などが一堂に会する協議組織体のことを「法定協

議会」という。

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たすものです。
国が定める「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本方針」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関係者を集めて法定協議会
（※）を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等との協議を重ねることで作成していくものです。
地域公共交通計画は、地域の社会・経済の基盤となるものであるため、基本的に全ての地方公共団体において、計画の作成や実施を「努力義務」

として定めています。

三木町においても既に計画を策定しており、現在もその
計画期間中です。
本協議会「三木町交通計画推進協議会」が法定協議会に
あたります。



２ これまでの振り返り
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■三木町地域公共交通計画（第１期）について

○策定・改訂の経緯

・令和２年３月に「三木町地域公共交通網形成計画」を策定

・令和３年３月に内容を改訂し名称を「三木町地域公共交通計画」に変更

・令和５年６月に内容を改訂

○期間

令和２年４月から令和７年９月まで（５年６か月）

○区域

三木町全域

地域住民・交通事業者・行政が連携し、
みんなで“つくり・つかい・育てる”

公共交通網の形成

基本理念

基本方針

効率的かつ、持続性の
高い公共交通の運行

利用者ニーズを踏まえた
サービスレベルの向上

公共交通の利用促進に
向けた活動の実施

【施策②－１】バスロケーションシステムの導入
【施策④－１】地域公共交通の運行実証実験の実施
【施策⑦－１】地域住民を対象としたアンケート調査の実施

など

実施施策



２ これまでの振り返り
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■三木町地域公共交通計画（第１期）について

目標指標の設定/達成状況

基本方針 目標 指標 目標値 現状

効率的かつ、
持続性の高い
公共交通の運行

①公共交通による収入の
増加

地域公共交通の収支率
平野部：20％
山南地区：14％

平野部：7.6％
山南地区：4.9％

②行政負担割合の軽減 地域公共交通の行政負担額 約4,400千円 約18,300千円

③町内を運行するバス路
線の収入の増加

大川バス引田線の収支率 約56％ 51.7％

利用者ニーズを
踏まえたサービス
レベルの向上

④公共交通を利用するま
での移動時間が短縮する
地域の拡大

高齢者に対する自宅から最
寄りのバス停までの移動所
要時間5分以内の割合

約55％ 46.5％

公共交通の
利用促進に向けた

活動の実施

⑤地域住民の外出頻度 免許非保有者の外出率 約80％ 41.2％（※）

⑥地域住民の公共交通利
用者数の増加

地域公共交通利用者数
平野部：約18,000人/年
山南地区：3,000人/年

平野部：9,978人/年
山南地区：786人/年

※免許非保有者で週１日以上公共交通を利用する人数/免許非保有者の総数
で算定しているため、実態よりも低く表れていると考えられる。

目標指標設定時から改善した項目もあるが、いずれも目標値には到達していない。



２ これまでの振り返り
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■三木町地域公共交通計画（第１期）について

目標①公共交通による収入の増加

目標②行政負担割合の軽減 目標③町内を運行するバス路線の収入の増加

目標指標の推移（計画期間：令和２年４月～）



２ これまでの振り返り
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■三木町地域公共交通計画（第１期）について

目標④公共交通を利用するまでの移動時間が短縮する地域の拡大 目標⑤地域住民の外出頻度の増加

目標⑥地域住民の公共交通利用者の増加

※達成状況一覧のとおり

目標指標の推移（計画期間：令和２年４月～）

※達成状況一覧のとおり



３ 基本理念・基本方針・基本目標など
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■第２期三木町地域公共交通計画

地域住民・交通事業者・行政が連携し、
みんなで ”つくり・つかい・育てる” 公共交通網の形成

基本理念

目標①地域住民の公共交通利用者数の増加 目標②公共交通に対する満足度の向上 目標③公共交通による収支の改善

目標

基本方針

【公共交通をより身近なものに】

持続可能な公共交通を実現するには、地域住民が公共
交通に対し愛着を持ち、公共交通が使われ続けることが重
要です。そのためには、地域住民一人ひとりが公共交通を身
近に感じるとともに、そのような公共交通を積極的に利用し
ようとする気運を醸成することが必要です。

そのためには、利用者である地域住民の意識だけでなく、
サービスを提供する交通事業者、まちづくりを推進する行政
が連携し（官民連携）、公共交通利用促進策として、
様々なキャンペーンや啓発活動を実施することで、地域の公
共交通をより良いものにしていきます。

【地域住民・利用者ニーズに合わせたサービス提供】

町内における地域住民の外出目的として、買い物・通院
目的が大半を占めています。

また、高齢者を対象としたアンケート調査結果から、外出
時の交通手段として自動車利用の割合が大半を占めている
一方、自動車運転による不安を感じている人が半数以上を
占めています。

このような現状やニーズを踏まえ、高齢者をはじめ、誰もが
使いやすい、必要最低限の移動手段を確保することで、生
活しやすい交通環境を創出します。

【効率的かつ、持続性の高い公共交通の運行】

自動車運転に不安を抱えている高齢者や、自動車を運
転できずに外出するのが困難な高齢者が多く、今後のさらな
る高齢化を見据えると、生活に必要最低限の移動を、公共
交通により可能とする環境づくりは喫緊の課題です。

そのために、今後、限られた財源の中で、地域の需要や移
動の仕方を踏まえ、地域に見合った公共交通サービスの提
供を行います。

更には、地域住民が公共交通を利用する生活を浸透させ
るには、長期にわたる運用が必要であることから、交通施策
として実現性があり、持続性の高い取り組みを実施します。

令和7年10月から令和12年9月まで

計画期間

課題

人口減少・高齢化 バス同士・電車との接続

車社会

高齢者の外出控え

外出ピーク時の便数少交通事業者の人材確保

収支率 低待ち時間が長い

利用者数 減

計画 P.26～P.32

三木町全域

計画区域



施策⑤ 運賃以外の収入の確保施策④ 運行における手間・コストの削減

施策② 新たな地域公共交通の形の検討施策③ 地域住民・利用者の声を集約

施策① 地域公共交通を利用する機会の創出

４ 実施施策
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■目標を達成するために行う取組み

【施策①-3】
観光・教育・福祉分野などと連携した
モビリティマネジメント

【施策②-1】
コミュニティバス（定時定路線）の
見直し

【施策②-2】
MaaSの検討

【施策③-1】
地域住民対象の満足度調査の実施

【施策③-2】
車内での利用者への聞き取り調査の
実施

【施策④-1】
交通DX、交通GXの検討

【施策④-2】
運行のスリム化・効率化または新たな
運行形態の検討

【施策①-1】
特定施設利用者復路無料チケット発行

【施策①-2】
自動車運転免許返納者に対する
無料乗車券の発行

【施策①-4】
需要に合わせた運行時刻・経路設定

【施策⑤-1】
広告料収入の確保

三木町が主体となり、様々な取組を実施します。

公共交通を
より身近なものに

地域住民・利用者の
ニーズに合わせた
サービスの提供

効率的かつ、持続性の高い
公共交通の運行

計画 P.33



４ 実施施策
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■具体的な取組内容

計画 P.37

現在の地域公共交通の利便性や改善すべき箇所を多くの地域住民に感じてもらうため、その第１歩として利用機会の創出に取り組みます。

【施策①-3】観光・教育・福祉分野などと連携したモビリティマネジメント

・令和４年に法人化した三木町観光協会やその他施設・団体などと連携し、観光やイベントの際
に公共交通でのアクセスを促進し、公共交通のPR・広報活動を行います。

・社会福祉協議会などと連携し、自治会や老人会の開催に合わせて、自動車運転免許返納の促進
活動などを行い、免許返納支援制度のPRを行います。

・町内の小・中学校、幼稚園などと連携し、交通事業者の協力のもと公共交通機関の乗り方教室
を実施し、日常生活で利用者となりにくい子どもたちが公共交通機関を体験できる場を設けます。

出典：大川自動車

《例 公共交通機関の乗り方教室》

三木町、交通事業者、関係機関

取組内容

実施主体

取組方針

実施期間

短期
（令和８年度～）

中期
（令和９年度～）

長期
（令和11年度～）

計画 実施

施策① 地域公共交通を利用する機会の創出

実施施策



４ 実施施策
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■具体的な取組内容

計画 P.42

地域住民や利用者の意見を収集・分析し、それらを踏まえた公共交通の構築を目指します。実際の利用者から生の声を集めることで、肯定的な意見をPRに活
用するとともに、指摘や要望等があれば改善を図ります。

【施策③-1】地域住民対象の満足度調査の実施

【施策③-2】車内での利用者への聞き取り調査の実施

・定期的にアンケート調査を実施し、現在の公共交通に対する満足度を５段階評価で評価してい
ただきます。

《例 アンケート調査》

三木町、交通事業者、地域住民

取組内容

実施主体

取組方針

実施期間

短期
（令和８年度～）

中期
（令和９年度～）

長期
（令和11年度～）

計画 実施

施策③ 地域住民・利用者の声を集約

実施施策

・どのような利用方法の人がどのような意見を持つ傾向にあるのか、アンケートと比べて少人数
に対して細かく分析します。
・アンケートでは収集しづらい肯定的な意見を集約し、PR時などに活用します。



５ 目標指標
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■目標指標の設定について

基本方針 目標 指標 現況値 目標値

公共交通を
より身近なものに

①地域住民の公共交通利
用者数の増加

地域公共交通利用者数
平野部：9,978人/年
山南地区：786人/年

平野部：約13,000人/年
山南地区：約1,000人

（系統別内訳は次ページのとおり）

地域住民・利用者の
ニーズに合わせた
サービス提供

②公共交通に対する満足
度の向上

公共交通に関するアンケー
ト調査における満足度

3.11 4

効率的かつ、
持続性の高い
公共交通の運行

③公共交通による収支の
改善

地域公共交通の収支率
平野部：7.6％
山南地区：4.9％

平野部：約11％
山南地区：約8％

地域公共交通の自治体負担
額

約18,000千円 約16,000千円

大川バス引田線の収支率 51.7％ 約55％

基本方針を踏まえ、目標を達成の基準となりように目標指標を設定します。

指標はできるだけ測定しやすいものにします。

計画 P.46



５ 目標指標
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■目標指標の設定について

「目標①地域住民の公共交通利用者数の増加」の指標「地域公共交通利用者数」の系統別内訳を以下のとおり設定します。

計画 P.47

指標 コース名 現況値 目標値

地域公共交通
利用者数

①池戸コース（右回り） 1,794 2,350

②池戸コース（左回り） 1,691 2,200

③神山コース（右回り） 633 800

④神山コース（左回り） 1,194 1,550

⑤井戸・下高岡コース（右回り） 483 650

⑥井戸・下高岡コース（左回り） 499 650

⑦北部循環コース（右回り） 866 1,150

⑧北部循環コース（左回り） 583 750

⑨田中コース（右回り） 693 900

⑩田中コース（左回り） 1,542 2,000

平野部合計 9,978 13,000

指標 コース名 現況値 目標値

地域公共交通
利用者数

①奥山・鹿庭コース 387 500

②小蓑・朝倉コース 399 500

山南地区合計 786 1,000



６ 計画の進行管理・実施体制
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■PDCAサイクル

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会

主な行事

実施する

こと

各年度

②①

D

C

A

次年度事業計画の検討P

前年度事業評価に

基づく改善と反映

事業の実施

今年度事業の検証

A

実施状況の確認、評価、

課題の共有、改善検討

次年度予算要求計画認定申請 事業評価 二次評価

■各年度における進捗管理・評価スケジュール

計画 P.48


